
学校法人麻生教育学園役員退任功労金規程 

 

第１条 この規程は、学校法人麻生教育学園役員の退任功労金について、必要な事項を定

めることを目的とする。 

第２条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいう。 

（２）常勤の役員とは、法人もしくは本法人が設置する学校において管理責任を負う

役職を有する者で法人において勤務することが常態である者をいう。 

（３）非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。 

第３条 退任功労金は、役員（非常勤の役員を除く）が退任又は在任中死亡したときに、

私立大学退職金財団の交付基準（別表第１）によりこれを支給する。なお、この額の計

算は、退任時に役員に支給していた役員報酬月額に別表第１の交付率を掛けた額とする。 

ただし、不正その他の責に帰すべき事由により退任する場合は、その限りではない。 

第４条 退任功労金は、在任中特に功労のあった役員、若しくは在任中死亡した役員又は

１５年以上在任した役員、その他特別の事情ありと理事長が認めた役員に対して理事会

に諮り、別表第１によりこれを支給する。 

第５条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、学校法人麻生学園（以下「麻生学園」という。）から引続き選任さ

れた常任役員の第３条に規定する在任期間については、当該常任役員が麻生学園に在任

した期間を通算するものとする。 

  附 則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、学校法人九州情報大学(以下、「九州情報大学」という。)から引き

続き選任された常任役員の第３条に規定する在任期間については、当該常任役員が九州

情報大学に在任した期間を通算するものとする。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表第 1 

 

学校法人麻生教育学園役員退任功労金に係る交付率表 

 
 

在 職 期 間 交 付 率 在 職 期 間 交 付 率 

    １ （年） ０．５０２ (月)      ２３ (年) ２７．８１９(月) 

２ １．００４ ２４ ２９．７０５ 

３ １．５０７ ２５ ３１．５９１ 

４ ２．００９ ２６ ３３．１００ 

５ ２．５１１ ２７ ３４．６０８ 

６ ３．０１３ ２８ ３６．１１７ 

７ ３．５１５ ２９ ３７．６２５ 

８ ４．０１８ ３０ ３９．１３５ 

９ ４．５２０ ３１ ４０．２６６ 

１０ ５．６５８ ３２ ４１．３９７ 

１１ ８．３７４ ３３ ４２．５３０ 

１２ ９．２０４ ３４ ４３．６６１ 

１３ １０．０３４ ３５ ４４．７９３ 

１４ １０．８６４ ３６ ４５．９２４ 

１５ １１．６９３ ３７ ４７．０５５ 

１６ １４．５１３ ３８ ４８．１８８ 

１７ １５．８７１ ３９ ４９．３１９ 

１８ １７．２２９ ４０ ５０．４５１ 

１９ １８．５８７ ４１ ５１．５８２ 

２０ ２２．１６１ ４２ ５２．７１３ 

２１ ２４．０４７      ４３ 以上 ５３．７５１ 

２２ ２５．９３３   

 

 


